
相続人代表者指定（変更）届  

（兼固定資産現所有者申告書） 

 

令和  年  月  日  

（宛先）瀬 戸 市 長 

地方税法第９条の２第１項（同法施行令第２条第６項）の規定により、相続人代表者を下記の
とおり指定（変更）します。また、瀬戸市市税条例第７４条の５の規定に基づき、「現所有者」を
次のとおり申告します。この届出は、相続人の総意によるものに違いありません。 
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※ 相続人代表者を指定（変更）しますと、被相続人の方に対する 

市・県民税・森林環境税、軽自動車税及び固定資産税・都市計画 

税に関する書類は、相続人代表者あてに送付されます。 

各税目で別の相続人代表者を指定する場合は、瀬戸市役所税務課 

までご連絡下さい。 

※ 個人の場合、本人による自署又は記名押印してください。 

法人の場合、社印または代表社印を押印してください。 

※ これは、相続登記とは関係ありません。 

相続登記につきましては、管轄法務局での手続きをお願いします。 

※ 相続人欄が足りない場合は裏面に記入してください。 

 


